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防犯カメラ設置及び管理・運用基準（参考） 

 

（趣旨） 

１ この基準は、犯罪を抑止し、安全で安心して暮らせるまちの実現と個人のプライバシーに配慮し、○○○○に

設置する防犯カメラについて、適正な設置及び管理並びに運用を行うため、必要な事項を定めるものとする。 

 

（設置目的） 

２ 防犯カメラは、○○○○における犯罪の発生の未然防止及び安全で安心して暮らせるまちづくりの推進のため

に設置する。 

※ガイドライン留意事項①参照。 

 

（設置場所） 

３ 別紙、配置図のとおり○○○○に○○台の防犯カメラを設置する。 

※別紙「配置図の例」及びガイドライン留意事項②参照（配置図には、カメラの設置箇所、撮影方向を表示します）。 

 

（設置の表示） 

４ 別紙、配置図のとおり○○○○に「防犯カメラ作動中」「防犯カメラ設置区域」と記載した表示板を掲示する。 

※別紙「表示の例」及びガイドライン留意事項④－（１）参照。 

 

（管理責任者） 

５ 防犯カメラの適正な設置及び管理並びに運用を図るため、管理責任者を置く。 

（１）管理責任者は、○○○○とする。 

※ガイドライン留意事項⑤参照。 

 

（管理責任者の責務） 

６ 防犯カメラの管理責任者の責務は次に掲げるとおりとする。 

ア 撮影された映像の適正な管理。 

イ 撮影された映像の提供の制限。 

ウ 問合せや苦情等への対応。 

エ その他防犯カメラの適正な設置及び管理並びに運用に関し、必要な事項を講じること。 

※ガイドライン留意事項⑥参照。 

 

（映像の管理） 

７ 管理責任者は、次に掲げる事項により映像を管理し、閲覧しないものとする。 

（１）録画装置の保管場所は○○○○とする。記録媒体は、保管庫に保管し、外部への持ち出しは禁止する。

保管場所へは、管理責任者が許可した者以外は立ち入ることができない。 

（２）映像の不必要な複写は禁止する。また、映像は記録された状態のまま保存し、加工は行わない。 

（３）映像の閲覧や機器の管理を行うためのパスワード等は、市が設定し適正に管理する。 

 

１、２において、町内会・自治会名及び設置の目

的を記載する。 

３、４において、町内会・自治会名が設置する防

犯カメラの位置及び台数と表示板の設置場所を

記載する。 

５において、管理責任者名を記載する。 

７-(1)において、保管場所の住所を記載する。防

犯カメラの保存場所はカメラ本体や管理室など防

犯カメラの仕様により異なるため実際に記録媒体

のある場所とする 
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（４）映像の保存期間は○○○○とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認めた場合は、保存期間を延

長することができる。 

（５）保存期間を経過した映像は速やかに消去又は上書きによる消去をしてください。また、記録媒体を廃棄する

場合は、管理責任者を含め複数人で行い、記録された映像の読み取りができないように、破砕するなど物理

的な処理を行い、その日時及び方法等を記録する。 

※別紙「記録媒体処理簿」及びガイドライン留意事項⑦参照。 

 

８ 映像の利用及び提供の制限 

（１）記録された映像は、設置目的以外の目的のために利用しない。また、次のいずれかに該当する場合を除き、

第三者への閲覧・提供を禁止する。 

ア 法令に基づく下記の照会があった場合。 

 ①刑事訴訟法第１９７条第２項に基づく捜査機関からの照会。 

 ②弁護士法第２３条の２第２項に基づく弁護士からの照会。 

イ 人の生命、身体及び財産に対する差し迫った危険があり、警察及び市の機関から要請があった場合。 

（２）閲覧、提供にあたっては、相手先から身分証明書の提示を求めるなど身元の確認を行うとともに市と提供の

可否について協議を行い提供する場合には、提供日時、提供先、、提供理由、提供した映像の内容等を記録

し保存する。 

※別紙「映像提供記録書」及びガイドライン留意事項⑨参照。 

 

９ 町内会・自治会内での情報共有を図るため、防犯カメラの運用に関する必要な事項について、回覧等を利用

して地域内の住民に周知する。 

※別紙「防犯カメラの運用に必要な規定内容表」参照。 

 

10 保守点検 

防犯カメラの機能維持のため、○○か月毎に保守点検を行う。 

 

11 問い合わせ、苦情等への対応 

防犯カメラの管理責任者は、防犯カメラの設置、管理及び運用に関する問い合わせや苦情について、市と連

携して、誠実かつ迅速に丁寧に対応し、適切な措置を講じる。また、問い合わせや苦情等があった場合には、処

理簿により記録し今後の参考とする。 

※別紙「問い合わせ・苦情等処理簿」、「問合せや苦情などに対する対応フロー」及びガイドライン留意事項⑩参照。 

  

７-(4)において、映像の保存期間は、法令による

映像の提供期間は概ね１か月程度の記録があれ

ば十分とされているので、それ以内としてください。 

10 において、防犯カメラの機能及び効果を継続

的に持続させるため、事業者が推奨する期間内

において保守点検を実施する。 

※補助要件としている期間は適切に維持管理し

てください。 

１1 において、問合せや苦情などについて、市と連

携して対応する。 

※８ページの対応フロー図により、市と連携や協議

し対応することとします。 

９において、プライバシー保護に配慮した防犯カメラ

の運用に関して必要な規定内容をとりまとめ、回

覧等により町内会・自治会において周知する。 
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【配置図の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

※防犯カメラの設置箇所及び撮影範囲について例のように記載してください。 

※防犯カメラの撮影範囲の画像を確認し、画像に住宅等が入る場合には、撮影される家屋等の住民に同意を得て、

私的な空間へのマスキングをしてください。 

 

 

【表示の例】 
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【防犯カメラの運用に必要な規定内容】 

項     目 規    定   内   容 

防犯カメラの設置場所 
（記載例） 

※○○町○○丁目○○番○○号 民有地内 

防犯カメラの設置台数 
（記載例） 

※○○町内会・自治会内 ○台 

防犯カメラの設置の明示 

防犯カメラの撮影区域内に○○枚 設置 

（表示内容） 

・防犯カメラ設置中（実際に表示している表現で起債） 

・防犯カメラ管理責任者（役職名で可） 

・連絡先（電話番号） 

防犯カメラの管理責任者 
役職名 

氏名 ○○ ○○   連絡先 ○○―○○○○ 

映像表示装置の有無 設置あり ・ 設置なし （該当に○印） 

映像装置の有無 

設置あり ・ 設置なし （該当に○印） 

録画装置の記録媒体の種類 

（記載例） 

※ＣＤ・ＤＶＤ・メモリーカード・ＨＤ等と記載 

映像データの保存期間 

保存期間 ○○日間 

映像データ消去日 

（記載例） 

※毎週○曜日 毎月第○○曜日 等 

問い合わせ・苦情処理担当者 
役職名 

氏名 ○○ ○○   連絡先  ○○―○○○○ 

※プライバシーの保護に配慮した防犯カメラの運用に関して必要な事項を掲示します。 
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【映像提供記録書】 

提 供 日 時  令和   年   月   日     時   分 

提 供 先 

名称（機関名）  

所属・職・氏 名  

連  絡  先  

カメラ設置場所 恵庭市 

提 供 理 由  

１ 法令に基づく照会があった場合（刑事訴訟法第１９７条第２項・弁護士法第２３

条の２第２項） 

２ 人の生命、身体及び財産に対する差し迫った危険があり、警察及び市の機関から

要請があった場合 

提供するデータ 

（記録日時） 

① 令和   年  月  日  時  分～令和   年  月  日  時  分まで 

② 令和   年  月  日  時  分～令和   年  月  日  時  分まで 

③ 令和   年  月  日  時  分～令和   年  月  日  時  分まで 

録 画 時 間  時間   分   秒 

提 供 方 法  □ 閲覧のみ □ 記録媒体複製 □ その他 

提 供 理 由   

身 元 確 認   

そ の 他  

記 入 者 氏 名               印 

 

※外部提供・開示に際してのチェックリスト 

１． 防犯カメラの設置、管理及び運用基準に挙げられた提供理由に当てはまっているか？ 

□ １ 法令に基づく下記の照会があった場合。 

□ ① 刑事訴訟法第１９７条第２項 

□ ② 弁護士法第２３条の２第２項 

□ ２ 人の生命、身体及び財産に対する差し迫った危険があり、警察及び市の機関から要請があった場

合。 

２． 相手方の身分確認を行ったか？ 

３． 映像データの提供要請を文書で行ったか？ 

４． 映像データの提供について、映像提供記録書を作成したか？ 

備考 
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【問い合わせ・苦情等処理簿】 

日 時 令和   年   月   日     時   分 

送 話 者 
氏     名  

連  絡  先  

受 話 者 恵庭市○○○○町内会・自治会   氏名：○○ ○○ 

処 理 事 項   
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【記録媒体処理簿】 

廃 棄 日 時 令和   年   月   日 （  ）      時   分 

廃棄の対象となった

防犯カメラ 
設置位置  

廃棄媒体の種類  HDD  CD  DVD  SD カード  メモリーカード  その他（      ） 

廃棄した者 

（氏名・役職） 

氏名 管理責任者 

氏名 （                   ） 

氏名 （                   ） 

氏名 （                   ） 

処 分 方 法  

備     考  
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【問合せや苦情などに対する対応フロー】 

 

 市民等からの問合せや苦情への対応は、受理先（市又は設置者）が対応者となる内容と、設置者と市が協議し、

対応を引継ぐことが必要な内容に分かれることから、内容別による対応者の区分と対応フローを下図のように整理し

ていきます。 

 なお、この内容区分にない事項は、設置者と市で協議のうえ対応することとします。 

 

 

【対応フロー図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容区分 
対応者 

設置者 市 

ガイドラインに関すること  ○ 

補助制度に関すること  ○ 

防犯カメラの設置及び管理運用基準に関すること ○  

防犯カメラ設置の決定に関すること ○  

防犯カメラ設置場所の決定に関すること ○  

設置者における映像の管理や保管など運用に関すること ○  

映像の閲覧や提供に関すること ○  

 ※この内容区分にない事項は、設置者と市が協議し対応する。 

市民等 

市 設置者 

市民等 

① ① 

② 

③ ③ 

①市民等からの苦情・問い合わせの受理 

②内容に応じて設置者と市が連携・協議又は対応の引継ぎ 

③市民等への対応 

④問い合わせ・苦情等処理簿へ記録 


